
◎特定医療費（指定難病）[公費５４]受給者証の取扱いについて 

特定医療費（指定難病）受給者のレセプトの特記事項欄への記載は、受給者証の負担上限月額欄

にある①【階層区分】ではなく、記号・番号欄横の高額療養費の所得区分（②【適用区分】）を記

載してください。 

【所得区分の受給者証への反映ができていない場合】国保連合会だよりH27.1.16から抜粋 

提示パターン レセプトの「特記事項」欄への記載と取扱い 

Ⅰ 
反映前の受給者証（受給者証に所得区分 

の記載がないもの）のみ 
特記事項へは記載しない 

Ⅱ 
反映前の受給者証 +「３割」（現役並み 

所得者の記載がある高齢受給者証等） 
「現役並み」として記載する 

Ⅲ 
反映前の受給者証 + 限度額適用認定証又 

は限度額適用・標準負担額減額認定証 

限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担 

額減額認定証に応じた記載とする 

＊本取扱いは、平成26年12月19日付け厚生労働省通知に基づく内容とする。 
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